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１ 議 案 

・議案第１号 専決処分の承認について（令和６年度逗子市一般会計補正予算（第６号））        

（財政課） 

予算措置に緊急を要したため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定によ

り、令和７年１月14日付けで、次のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

し、承認を求めるもの 

（補正額）歳入歳出とも2億7,082万9,000円の増額（補正後の総額249億5,448万8,000円） 

  歳入歳出予算の補正についての内容は次のとおり。 

（歳出） 

・【住民税非課税世帯等に対する生活支援金支給事業】物価高により厳しい状況にある住民税非

課税世帯に対する支援のため、１世帯当たり３万円の生活支援金の給付と、子育て世帯への

加算として、児童一人当たり２万円の給付を行うための経費として2億5,166万7,000円を増額

（社会福祉課） 

・【粗大ごみ処理施設維持管理事業】粗大ごみ処理施設において、令和６年12月５日に発生した

火災により損傷した設備の更新及び火災対策工事に要する経費として1,916万2,000円を増額

（環境クリーンセンター） 

（歳入） 

・国庫支出金のほか所要の財源を措置するもの 

 

・議案第２号 市道の認定について                    （都市整備課） 

道路法（昭和27年法律第180号）第８条第２項の規定により、２路線を認定するため提案する

もの 

 

・議案第３号 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運

営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整理について            （総務課） 

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化
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令和７年逗子市議会第１回定例会の招集について 

令和７年２月 19日開会予定の第１回定例会付議予定事件は、次のとおりです。 



及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律（令和６年法律第46

号）第３条の規定による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成25年法律第27号）の一部改正に伴い、関係条例を整理する要あるため、提案するも

の 

 

・議案第４号 逗子市常勤特別職職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正について 

（職員課） 

市長の給料月額並びに副市長及び教育長の地域手当月額の減額措置を終了するに当たり、改

正の要あるため提案するもの 

 

・議案第５号 逗子市職員給与条例等の一部改正について            （職員課） 

令和６年人事院の給与勧告及び近隣各市の職員給与の状況等を勘案し、本市一般職職員の給

料月額及び諸手当等を改正するとともに、特殊勤務手当の見直し及び級別標準職務表の整理等

のため提案するもの 

 

・議案第６号 逗子市職員の退職手当に関する条例の一部改正について      （職員課） 

雇用保険法等の一部を改正する法律（令和６年法律第26号）の施行に伴い、失業者の退職手

当に関する規定について改正の要あるため提案するもの 

 

・議案第７号 逗子市下水道条例の一部改正について             （下水道課） 

下水道法施行令の一部を改正する政令（令和６年政令第２号）の施行に伴い、改正の要ある

ため提案するもの 

 

・議案第８号 逗子市営住宅条例の一部改正について            （都市整備課） 

逗子市犯罪被害者等支援条例（令和６年逗子市条例第27号）第８条第３号に掲げる施策の一

環として、犯罪等の被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等につい

て、市営住宅の入居者資格を拡充するに当たり、改正の要あるため提案するもの 

 

・議案第９号 逗子市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例

の一部改正について                    （資源循環課） 

令和７年３月から稼働を予定していた、葉山町の生ごみ資源化処理施設の工期の延長に伴い、

同月から開始を予定していた生ごみの分別収集・資源化について開始時期を延期するに当たり、

改正の要あるため提案するもの 

 

・議案第10号 令和６年度逗子市一般会計補正予算（第７号）          （財政課） 

（補正額）歳入歳出とも9億52万2,000円の増額（補正後の総額258億5,501万円） 

歳入歳出予算の補正についての主な内容は次のとおり。 



（歳出） 

 ・【財政調整基金積立金】財源調整により基金積立金9億2,447万9,000円を増額（財政課） 

 ・【公共公益施設整備基金積立金】公共公益施設の整備に要する経費に充てるため、基金積立金

8,800万円を増額（財政課） 

 ・【ふるさと基金積立金】指定寄附金の収入見込額を考慮し、基金積立金400万円を増額（財政

課） 

 ・【街路灯助成事業】電力価格高騰による、市内自治会及び商店会等に対する街路灯補助金の不

足見込額として、79万3,000円を増額（防災安全課） 

 ・【街路灯維持管理事業】電力価格高騰による、街路灯に係る光熱水費の不足見込額として、152

万円を増額（防災安全課） 

・【国民健康保険事業特別会計繰出金】特別会計の補正予算に伴い、繰出金282万8,000円を減額

（財政課） 

・【地域共生社会推進事業】令和５年度の国庫補助金等の額の確定に伴う返還見込額864万1,000

円を増額（社会福祉課） 

・【障がい者支援事務費】令和５年度の国庫負担金等の額の確定に伴う返還見込額1,048万8,000

円を増額（障がい福祉課） 

・【後期高齢者医療事業特別会計繰出金】特別会計の補正予算に伴い、繰出金835万7,000円を減

額（財政課） 

・【介護保険事業特別会計繰出金】特別会計の補正予算に伴い、繰出金3,158万3,000円を増額（財

政課） 

・【施設型給付事業】子どものための教育・保育給付費の公定価格の改定等による、保育所等に

対する施設型給付に要する扶助費の不足見込額として、1億2,256万円を増額（保育課） 

・【地域型給付事業】子どものための教育・保育給付費の公定価格の改定等による、小規模保育

施設等に対する地域型給付に要する扶助費の不足見込額として、490万1,000円を増額（保育課） 

・【一時預かり事業】補助基準額の改定及び加算対象園の増加等による、保育所等における一時

預かりに係る補助金の不足見込み額として、257万7,000円を増額（保育課） 

・【多様な集団活動事業の利用支援事業】対象施設の利用実績の増加による補助金の不足見込額

として、62万円を増額（保育課） 

・【届出保育施設助成事業】支給対象園の増加等による補助金の不足見込み額として、9万2,000

円を増額（保育課） 

・【予防接種事業】ＨＰＶワクチンのキャッチアップ接種の需要が大幅に増加したことに伴う、

医薬材料費等の不足見込額として、503万1,000円を増額（子育て支援課） 

・【出産子育て応援事業】出産子育て応援給付金に係るシステム改修に要する経費として、132

万円を増額（子育て支援課） 

・【焼却施設維持管理事業】継続費により実施する１・２号炉バグフィルタ制御盤他更新工事及

び１・２号炉送風機用インバータ他更新工事の事業費確定に伴い、944万9,000円を減額（環境



クリーンセンター） 

・【下水道事業会計繰出金】下水道施設の電力価格高騰分に対する繰出金として、1,685万円を

増額（財政課）[物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用] 

・【久木小学校長寿命化事業】久木小学校長寿命化改修工事（第１期）に係る設計条件について、

改めて検討の必要が生じたことで着工を延期したことに伴い、3億229万9,000円を減額（教育総

務課） 

（歳入） 

・国庫支出金、繰越金のほか所要の財源を措置するもの 

（継続費） 

・継続費で実施する事業の事業費確定に伴い、継続費の総額及び年割額を補正 

 【焼却施設維持管理事業】（環境クリーンセンター） 

 【久木小学校長寿命化事業】（教育総務課） 

（繰越明許費） 

 ・翌年度に繰り越して使用できる経費の追加 

 【出産子育て応援事業】（子育て支援課） 

 【家庭系ごみ排出抑制推進事業】（資源循環課） 

 【小坪漁港活用・活性化促進事業】（経済観光課） 

 【緑地安全対策事業】（緑政課） 

 【橋りょう長寿命化事業】（都市整備課） 

（地方債） 

 ・起債限度額の変更 

 

・議案第11号 令和６年度逗子市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）  （財政課） 

（補正額）歳入歳出とも9,003万1,000円の増額（補正後の総額65億6,004万5,000円） 

歳入歳出予算の補正について主な内容は次のとおり。 

（歳出） 

・【国民健康保険事業運営基金積立金】財源調整により基金積立金9,000万円を増額（国保健康

課） 

・【国庫支出金返納金】令和５年度国庫補助金の返還金として3万1,000円を増額（国保健康課） 

（歳入） 

・繰入金及び繰越金のほか所要の財源を措置するもの 

 

・議案第12号 令和６年度逗子市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） （財政課） 

（補正額）歳入歳出とも1,906万7,000円の増額（補正後の総額15億6,390万5,000円） 

歳入歳出予算の補正について主な内容は次のとおり。 

（歳出） 



・【後期高齢者医療広域連合納付金】保険基盤安定制度拠出金及び保険料納付金前年度精算分の

額の確定に伴い1,906万7,000円を増額（国保健康課） 

（歳入） 

 ・繰越金のほか所要の財源を措置するもの 

 

・議案第13号 令和６年度逗子市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）    （財政課） 

（補正額）歳入歳出とも 4億 3,945万 9,000円の増額（補正後の総額 71億 4,426万 8,000円） 

歳入歳出予算の補正について主な内容は次のとおり。 

（歳出） 

・【一般管理事務費】介護保険報酬改定に対応するためのシステム改修に要する経費として、69

万 3,000円を増額（高齢介護課） 

・【介護サービス等給付事業】給付実績の増加に伴う、給付費負担金の不足見込額として、2億

3,000万円を増額（高齢介護課） 

・【審査支払手数料】給付実績の増加に伴う、審査支払手数料の不足見込額として、9万円を増

額（高齢介護課） 

・【高齢介護サービス等給付事業】給付実績の増加に伴う、給付費負担金の不足見込額として、

1,980万円を増額（高齢介護課） 

・【介護保険事業運営基金積立金】第１号被保険者保険料を基金に積み立てるため、基金積立金

1億 4,465万 6,000円を増額（高齢介護課） 

・【第１号被保険者保険料還付金】第１号被保険者保険料還付金の増加に伴う不足見込額として、

38万円を増額（高齢介護課） 

・【償還金】令和５年度地域支援事業交付金等の額の確定に伴う返還に要する経費として 4,384

万円を増額（高齢介護課） 

（歳入） 

・繰越金のほか所要の財源を措置するもの 

 

・議案第14号 令和６年度逗子市下水道事業会計補正予算（第３号）      （下水道課） 

収益的収入の補正について内容は次のとおり。 

・令和６年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金について、浄水管理センター等の電力

価格高騰分の財源として繰り入れるため、収益的収入の予算額を1,685万円増額 

 

・議案第15号 令和７年度逗子市一般会計予算                 （財政課） 

・議案第16号 令和７年度逗子市国民健康保険事業特別会計予算         （財政課） 

・議案第17号 令和７年度逗子市後期高齢者医療事業特別会計予算        （財政課） 

・議案第18号 令和７年度逗子市介護保険事業特別会計予算           （財政課） 



・議案第19号 令和７年度逗子市下水道事業会計予算             （下水道課） 

本件に関するお問い合わせ先 

※各議案の担当課にお尋ねください。 

電話：046-873-1111（代表） 

議案とりまとめ担当：総務部総務課 


